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第八次香川県保健医療計画（素案）の概要 

 

１ 計画の基本的な考え方 

（１）計画策定の趣旨 

平成30年３月に策定し、令和３年10月に中間見直しを行った「第七次香川県保健医療計画」 

に基づき、がんや脳卒中、糖尿病などに関する医療連携体制の整備や、救急や周産期、災害 

医療など、地域医療の確保に重要な医療提供体制の整備などを実施してきたが、医療法の改 

正や新興感染症への対応等も踏まえ、令和12年３月末までを計画期間とする「第八次香川県 

保健医療計画」を策定する。 

（２）基本理念 

県民の医療に対する安心・信頼の確保を目指し、医療機能の分化・連携を推進することを 

通じ、地域において切れ目のない医療の提供を実現することにより、良質かつ適切な医療を 

持続可能な形で効率的に提供する体制を確保する。 

（３）計画の位置付け 

① 医療法第30条の４第１項に基づく「医療計画」 

② 高齢者の医療の確保に関する法律第９条に基づく「医療費適正化計画」 

③ 「「人生1 0 0年時代のフロンティア県・香川」実現計画」に基づく保健医療行政運営上 

の基本となる行動計画 

（４）計画の期間 

本計画の期間は、令和６年４月１日から令和12年３月31日まで。 

ただし、第４章の香川県医師確保計画及び第６章の香川県外来医療計画については、令和 

６年４月１日から令和９年３月31日までとする。 

 

２ 香川県の保健医療提供体制の現状・課題と対策 

（１）保健医療圏と基準病床数 

① 二次保健医療圏の圏域設定の考え方 

第七次香川県保健医療計画から引き続き、東部保健医療圏、小豆保健医療圏、西部保健 

医療圏の３保健医療圏とする。 

なお、５疾病・６事業及び在宅医療の圏域については、二次保健医療圏に拘らず、患者 

の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定できることとされており、本 

計画期間中においては、がんや脳卒中、救急医療、災害医療などについては、大川、小豆、 

高松、中讃、三豊の５圏域で設定する。 

② 基準病床数 

医療法等の規定に基づき、次のとおり基準病床数を算定する。 

病床の種別 圏 域 基準病床数（床） 既存病床数（床） 

療養病床 

及び 

一般病床 

東部保健医療圏 ５，３９７ ５，５１８ 

小豆保健医療圏 ２３１ ２７２ 

西部保健医療圏 ４，０９０ ４，８１９ 

計 ９，７１８ １０，６０９ 

精神病床 県 全 域 ２，６２８ ３，２５０ 

結核病床 県 全 域 ２４ ３２ 

感染症病床 県 全 域 ２４ ２４ 

既存病床数は、令和５年８月末現在の数です。 
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３ 香川県地域医療構想 

平成28年10月に策定した香川県地域医療構想を、引き続き、本計画における香川県地域医療 

構想に位置付けるものとする。 

 

４ 香川県医師確保計画 

医師の地域偏在、診療科偏在、高齢化、各医療機関における必要医師の不足といった課題の 

解消に向け、香川大学医学部や関係医療機関等と連携し、医学部進学者、医学生、初期臨床研 

修医、専攻医、臨床医までの各キャリアステージに対応した体系的な医師確保対策を実施する。 

 

５ 医療従事者の確保・養成 

（１）歯科医師 

各圏域間のバランスを考慮するとともに、多様化・高度化する医療ニーズに応えることが 

できる歯科医師の養成・確保を図る。 

（２）看護師・准看護師 

看護師・准看護師の養成、離職防止、再就業支援により、県内で就業する看護師等の養成 

・確保を図るとともに、資質の向上に取り組む。 

（３）薬剤師 

潜在薬剤師の復帰支援や県内外の大学薬学部と連携した薬学生の実務実習教育への協力な 

どにより、薬剤師の安定的確保や薬剤師の地域偏在・業態偏在の解消に努めるとともに、資 

質の向上に取り組む。 

 

６ 香川県外来医療計画 

外来医療提供体制の確保に向け、外来医師多数区域における新規開業者等に対し、地域の医 

療提供体制に関する情報提供を行い、地域で不足する外来医療機能を担うよう求めることなど 

により、外来医療の偏在是正を図るとともに、医療機器の効率的な活用を推進する。 

 

７ 疾病・事業ごとの医療連携体制の現状・課題と対策 

（１）県民本位の医療連携体制の構築 

① 個別医療機関の専門医の配置状況や治療実績等に関する県民への分かりやすい医療情報 

の提供、かかりつけ医・かかりつけ歯科医等に関する普及啓発等を行う。 

② 医療機関連携の拠点となる地域医療支援病院の充実や地域連携クリティカルパスの整備 

・普及を図るほか、より効率的な医療機関の機能分化・連携を推進する。 

（２）疾病ごとの医療連携体制の現状・課題と対策 

① がん 

ア 喫煙対策やがん検診の受診率向上に向けた取組みを実施するなど、がんの予防や早期 

発見を推進する。 

イ がん診療連携拠点病院を中心としたチーム医療、世代に応じたがん対策・がん登録等 

を推進する。 

ウ がん患者が尊厳を持って安心して暮らせる社会を目指し、がんに関する相談支援や情 

報提供体制の充実、診断早期の離職防止のための治療と就労の両立支援等を推進する。 
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② 脳卒中 

ア 生活習慣の改善による発症予防を推進するほか、発症直後の救急医療体制の充実・強 

化を図る。 

イ 回復期リハビリテーション病棟の整備を含め、リハビリテーション体制の充実や、地 

域連携クリティカルパスの普及拡大等による医療連携体制の強化を図る。 

③ 心筋梗塞等の心血管疾患 

ア 生活習慣の改善による発症予防を推進するほか、県民に対する心肺蘇生処置の普及啓 

発や救急医療体制の充実・強化を図る。 

イ 地域連携クリティカルパスの普及拡大による医療連携体制の構築を図る。 

④ 糖尿病 

ア 子どもの頃からの生活習慣病予防など、各年代に応じた生活習慣改善の取組みを推進 

するほか、保健・医療・教育・地域の関係者による意見交換等を通じ、効果的な予防対 

策を推進する。 

イ 関係機関との糖尿病医療に関する連携体制の構築に努める。 

⑤ 精神疾患 

ア 香川大学医学部と協力し公立病院の診療支援等を行うとともに、精神科救急情報セン 

ターや精神医療相談窓口の設置等により精神科救急医療体制の維持、拡充を図るほか、 

身体合併症患者の受入体制確保に係る連携体制の構築を図る。 

イ 精神障害者の地域での生活を支援し、安心して暮らせる地域づくりを推進する。 

ウ 認知症サポーターの養成などを通じ、認知症の人や家族が安心して生活できる地域づ 

くりを推進する。 

（３）事業ごとの医療連携体制の現状・課題と対策 

① 救急医療 

ア 病院前救護体制の強化を図るとともに、救急電話相談事業の実施などを含め、救急医 

療に関する普及啓発に取り組む。 

イ 救急医療機関の機能強化のための施設・設備整備や医師確保に取り組むとともに、県 

全体の救急医療体制のあり方について、地元市町や関係機関の意見を聴きながら、検討 

を行う。 

   ウ ドクターヘリの安全かつ効果的な運航に取り組む。 

② 災害医療 

ア 災害拠点病院のライフラインの維持・確保、ＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）の 

設置・運営に必要な医療資機材の維持等に取り組むとともに、ＤＭＡＴや災害医療コー 

ディネーター等を養成し、災害時の関係機関との連携強化を図る。 

イ 災害時の医薬品等の供給体制を整備するほか、災害薬事コーディネーターの設置に努 

める。 

③ へき地医療 

ア へき地医療支援機構の充実やへき地医療拠点病院等への支援を図るとともに、遠隔医 

療体制の整備などを通じ、へき地の医療提供体制を確保する。 

イ 自治医科大学卒業医師等へき地医療を担う医師の確保を図る。 

④ 周産期医療 

ア 産科医の確保に取り組むとともに、高度専門的な周産期医療を提供する総合・地域周 

産期母子医療センターと地域医療機関が連携した円滑で効率的な医療提供体制の整備を 

図る。 

イ 周産期医療従事者に対する専門的な研修や、災害発生時における医療支援体制の整備、 

妊産婦のメンタルヘルス対策などを推進する。 
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⑤ 小児医療 

ア 共同利用型病院や病院群輪番制の実施により、二次救急医療体制の確保・充実を図る 

とともに、重篤な小児救急患者に対応するため、小児救命救急センターの運営を支援し、 

三次救急医療体制を確保する。 

イ 小児科医の確保対策に取り組むとともに、小児救急電話相談事業の実施や小児在宅医 

療体制の整備を行う。 

  ⑥ 新興感染症発生・まん延時における医療 

   ア 令和５年度に設置した香川県感染症対策連携協議会において、平時から、関係機関と 

の連携強化を図る。 

イ 限られた医療資源が適切に配分されるよう、医療機能の分化や役割の明確化を図ると 

ともに、危機時には医療機関や医師、看護師等が役割に沿って確実に行動できるよう、 

医療機関と協定を締結し、新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制を 

目指す。 

ウ 平時からの備えとして、配慮が必要な患者がいることも踏まえ、院内感染対策などを 

含め、必要な研修・訓練が行われるよう努める。 

（４）在宅医療連携体制の現状・課題と対策 

① 在宅療養者の24時間対応や急変時の対応などを目的として、複数の在宅療養支援診療所 

間や地域医療支援病院などとの連携体制の構築を図るほか、医療機関と訪問看護ステーシ 

ョン、薬局、介護事業所等との連携強化に取り組み、在宅医療の基盤を整備する。 

また、住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りを行うことができる体 

制構築に取り組む。 
② 在宅医療・介護連携を推進するため、在宅医療に係るスタートアップ事業や市町職員等 

を対象にした研修、コーディネーターの養成など、在宅医療・介護を担う人材の育成に努 

める。 

③ 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアシス 

テムを深化・推進する。 

（５）歯科医療連携体制の現状・課題と対策 

  ① 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯と口腔とその機能の状態に応じて、 

適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりに取り組む。 

② 歯科疾患を予防するとともに、早期に発見し、早期に適切な治療を受けることができる 

歯科保健医療提供体制を整備する。 
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８ 数値目標 

（１）がん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 年齢調整死亡率の値は昭和60年モデル人口による数値 

※１ 40歳～69歳（胃がんは50歳～69歳、子宮頸がんは20歳～69歳）の受診率 

※２ 40歳～74歳（胃がんは50歳～74歳、子宮頸がんは20歳～74歳）の受診率 

（２）脳卒中 
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（３）心筋梗塞等の心血管疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）糖尿病 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）精神疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 県の他の計画において、別途目標年次が定められている項目については、他の計画と併せて進行管理を行いま 

す。 
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（６）新興感染症発生・まん延時における医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）在宅医療 

 

 

 

 

※ 県の他の計画において、別途目標年次が定められている項目については、他の計画と併せて進行管理を行いま 

す。 

（８）歯科医療 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和11年度における目標値は、第２次香川県歯と口腔の健康づくり基本計画（Ｒ６～Ｒ17）の令和17年度目標 

値を基に、設定しています。 
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（９）その他の事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 目標値は令和６年度～令和11年度までの実績の累計数。 

（10）医療費適正化 

 


